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市
自
然
深
忍
法
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の
改
r
十
し
に
工
り
、

白
仙
川
似
設
の
分
野
い
阪
コ
て
で
は
あ
る
が
、

J4く
す
べ
て
の
州
主
連
川
レ
ベ
ル
で
公
益
的
団
体
訴
訟
が
導
入
戸
れ
p
一三

2 

オ
一
ノ
ス
条
約
乙
け
民
参

J

州
市
八
一
乍
の
採
択

連
邦
レ
ベ
ル
で
公
益
的
団
体
訴
訟
を
手
J

へ
す
る
パ
き
な
契
絞
と
へ
は
〉
た
心
は
、

4
i
ブ
ス
糸
約
D
t
h
I
効
ヘ
二

cn
一
司
）
て
あ
f

二人。

市
民
恒
一
d

び
環
境
恒
咋
の
司
法
ア
ク
セ
ス
に
つ
パ
て
、

ォ
i
フ
ス
条
判
九
条
は
、
必
時
域
情
報
の
ム
小
持
不
快
’
七
、

同
条
約
に
よ
り

参
加
手
続
の
以
降
が
義
務
づ
け
ら
札
と
い
る
各
柿
詐
一
認
可
、
一
辺
白
「
刊
の
源
説
法
に

の
作
品
不
性
為

に
分
け
L
河
」
む
す
る
と
と
も
に
、
官
報
提
供
や
資
金
廷
判
打
イ
J
、
訴
訟
援
助
む
た
め
の
し
〈
ム
ノ
の
検
対
を
義
あ
っ
一
け
て
い
司
る

！…
T
L
 

F
1
1
7
J
一

九
条
に
よ
れ
ば

の
不
問
不
法
定
に
つ
い
て
は
、

す
、
て
の
同
七
請
求
総
醤
に
訴
裕
一
一
は
同
誌
ず
べ
き
と
さ
れ
と
い
る
mv
に

ドインにおけるj乗降 江t';Jhc＜ての成山［

対
し

～
百
八
一
点
心
、

中
川
堤
伝
説
述
反
む
什
パ
ム
句
不
九
為
に
ワ
い
て
は
、

凶
仰
い
よ
じ
に
よ

η
訴
権
や
（
ム
叩
ず
る
市
足
立
利
回
を
限
心
す
る
こ
と

「
同
一
町
二
ハ

件
耕
作
ム
日
誌
叫
に
闘
す
る
一
品
権
は
、
ぬ

l
分
以
利
訴
を
有
す
る
悶
浜
市
川
氏

ま
た
は

締
約
国
心

げ
か
で
託
、
る

ま

行
政
訴
訟
法
M
J
E
r判
と
し
て
い
る
場
台
山
は
、

権
問
旧
日
中
け
を
、
七
張
す
る
関
係
山
口
忠
～

て
保
持
し
た
け
れ
ば
な
ら
伝
い

同
ニ
ポ
一
マ

じっ－υ
 

2
 

「ハ
」
ム
十

の、
1
2
体
た
り
ι行
｝
白
と
｛
疋
め
ら
れ
ζ

い
る
u

九
条
一
羽
刀
解
釈
を
め
く
っ
て
は
、
後
述
の
よ
有
に

3
ま
さ
主
主
品
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
以

「
関
係
市
民

b
h

市
斗
明
、
げ
か
｛
疋
め
て
お
り

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
渋
な
い
上
わ
影
響
町
パ
ス
げ
る
し
小
、
受
け
る

b
そ
れ

与
一
二
こ
コ
、
亡
ま

fu
－
－
7
I
J
L｝

l
t
 

の
あ
る
官
川
氏
、

ー
に
は
決
乏
に
利
ぷ
を
右
ナ
JqQ
？
川
只
を
ド
け
ず
し
マ
の
孫
、

国
内
法
心
安
件
J

主
允
た
す
環
境
団
体
は
込
山
乏
に
利
、
批

Jr右
す

る
市
民
と
み
な
さ
れ
る
こ
こ
が
明
記
さ
れ
て
い
る
ロ
ま
た
、
九
条
項
に
い
う
分
仕
引
判
V
パ
ま
た
は
「
権
利
侵
明
日
」
の
内
一
谷
は
各

日
告
、
心
心
は
め
に
よ
る
が
、
関
係
市
民
に
広
副
な
司
法
ア
ク
セ
ス
シ
保
障
L
J
7
Q
J
、
い
ろ
ノ
日
的
と
止
店
し
な
い
一
よ
う
に

L
江
け
れ
ば
な
ら
な

い
り
日
｝
の

iり
V
L
か
ら
、
持
係
市

k
に
含
ま
れ
る
様
境
巨
体
は
、
入
引
の
民
社
h
J
中日光
γ

「
も
の
こ
九
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、

い
う
持
利
一

ド
ノ
リ
ノ
が
オ

l
フ
ス
条
約
セ
批
准
す
る
た
め
に
は

少
な
く
と
も
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
け
る
団
体
戸
市
一
訟
の

J

専
入
が
小
川

4

避
で
あ
る
と
い
う



r児

共
通
訟
識
に
止
っ
亡
、
述
叩
川
円
然
保
玄
同
法
の
久
ょ
が
山
人
現
、
い
た
も
の
で
あ
る
一

ま
A

～、
二
心
ヘ
｛
一
一
一
午
空
口
氏
卓
会
山
指
令
で
は
、

7

フ
ス
条
約
が
対
象
、
ニ

L
て
何
？

J

け
る
各
持
許
認
可
い
い
関
す
る
参
山
ず
は
川
、
い

J、
l附

係
る
法
的
紋
ト
吟
の
保
障
に
闘
す
る
川
凋
む
等
が
P
4
m

H
八

μ
判
的
に
、
司
法
ア
ク
レ
ー
ス
に
闘
し
で
は
、
川
県
川
崎

γ
セ
ス
メ
ン
ト
指
令

＼

E
I
A
指
令
一
］
町
長
日
、
刊
の
叶
＼
同
司
会

oa条
お
し
ホ
び
統
合
的
行
染
防
fH
管
湾
指
令

へ

i
p
c
c指
令

a 

粂
が
新
た
に
設
け
ら
れ
、

両
指
令
に
い
れ
釦
づ
く
災
〆
況
に
つ
い
て
、
手
続
的
お
よ
び
主
体
的
違
法
な
午
、
っ
こ
ζ

が

が
義
州
川
つ
日
ら
れ
た
c

オ
l
フ
ス
条
札
刊
の
場
ιー
と
同
様
、

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
〆
け
w
l－Y
云
利
益
を
有
す
る
判
河
川
内
可

市
以
三
た
は

川
惟
刊
州
い
吉
浸
中
け
さ
れ
る
民
同
布
市
民
で
あ
い
り
、
関
係
市
民
に
九
円
ま
れ
る
再
説
団
体
は
一
げ
仙
の
袋
内
hv
充
た
ず
も
の
と
み
尽
き

れ
る
と
1
3
k

も
へ
⑦
に
い
う
権
利
心
、
体
た
り
汗
る
凶
日
が
列
記
さ
れ
て
い
る
ハ

の
主
義
も
、

と
三
で
い
う
一
関
係
市
民

？
1

7
ス
条

FW1乙
ド
山
わ
r
合
わ
せ
ヲ
ー
も
の
と
は
J

J

J

い
る
つ

E
I
A作
ヘ
け
と
I
ド
仁
ぐ
指
令
は
王
な
定
業
uuu
誌
や
一
は
ほ
制
疑
問
に
対
象
と
し
て
お
灯
、

市
川
以
参
加
問
令
に
よ
り
、

〕町伝
f

ク
ぜ
ス
出
い
〈
μ
り
採
m仏
七
日
た
ず
し
て
、
一
、
れ
、
つ
荒
業
協
設
、
山
－
設
置
に
採
る
団
体
訴
訟
の
一
一
人
が
r
u
L

十
仏
ト
芯
務
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
う
た
ハ

~ 

環
境
・
次
的
役
伝
法
的
制
定
経
緯

市
民
参
列
憎
い
ー
の
関
門
十
円
七
の
期
限
が
一
い
C
h
司
六
月

五
／
一
ミ
ト
ペ
た
行
め
、

達
川
環
境
省
は
、

。
門
一
五
年

月

市
民
参
加
法
家
と
城
山
担
e

法
的
救
治
法
案
｛

0
0
4
年
法
案
）
町
公
表
1

〕たっ

γ
刀
玄
前
に
、
坂
境
問
川
巡
回
J

刊
Jvf妥
口
会
（
S
R

U
）
は
、
い
体
訴
訟
を
川
町
挽
領
域
全
般
へ
拡
大
「
へ
き
で
為
り
、
そ
れ
は
E
U法
ト
の
義
務
と
も
あ
る
ζ

「
る
芯
ド
ノ
寺

バ
）
を
公
表
し
て
お
り
、
二
0
0
4」
寸
法
案
は
、
こ
の
立
い
れ
吉
を
踏
ま
え
て
帆
出
ノ
＼
時
境
刊
体
訴
訟
中
認
や
／
Y
G
川
一
容
と
な
っ
て
い
止
。

一C
C
4
年

「
主
コ
』
つ

：ん
j
？

日
法
茶
二
条
は
、

h
H
然
保
一
説
法
一
の
ぷ
認
南
北
停
の
は
喝
ム
円
、
rて
は
ほ
同
じ
芳
一
件
を
ホ
し
た
ゲ
川
体
に

i

一
己
の
揺
れ
パ
ぱ
U
1
7
2
、「張

、一

」
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ず
る
こ
〉
な
く
」
訴
訟
を
従
起
で
き
る
人
片
仲
m
v
代
九
J

J

て
い
る

刑
、
）
、
ド
作
品
訴
訟
い
民
件
目

環
境
保
護
法
胤
退
反
主
十

［，」j

て
い
る

7
1
必
定
款
に
基
づ
く
臼
己
の
わ
い
務
領
域
に
関
わ
っ
し
い
る
こ
と
、

L

件
、
己
T

J

中山んこ工
j

m

川
J

三戸
L

－

t
’ノ：
f
f
e
J
7
3
1

：j
〈

ま
た
は
、

立
川
去
五

川
町
心
機
会
が
ム
ソ
え
ら
れ
な
か
3

ん
ご
一
乙
で
あ
る

ヘ判川一日、）
J

ま
に
、
本
家
製
析
は
、
ハ
川
氏
に
が
点
境
保
護
法
見
に
定
反
し
亡
い
る
い

と
、
仮
決
定
が
当
該
団
体

〈
任
務
領
域
に
対
わ
っ
て
ハ
ヲ
守
、
乙
で
あ
る

（
同
六
日
明
）
。
こ
れ
ら
の
泌
が
打
は

長
本
的
に

連
店
主
山
川
1
N

保－
A
法
に
基
づ
く
既
存
り
い
体
訴
訟
制
民
に
倣
円
た
も
の
で
あ
り
、
、
一
T
U院
で
き
る
、
温
法
迎
出
台

「
駐
人
の
怪
列
zに
川
悦
叫
づ
け

る
一
環
境
法
規
泣
ほ
に
浪
る
と
す
る
剤
取
は
設
け
ら
れ
ご
レ
な
し
。
し
か
し
、
市
民
参
加
法
楽
J
U
環
境
・
法
拘
段
済
法
案
も
長
終
的
な

成
山
支
を
み
な
い
う
ら
に
V
H以
J

岳
加
治
守
の
両
内
法
化
ハ
、
期
限
ケ
一
昨
一
足
し
、

公
ん
惟
父
作
ー
を
迎
え
る
、
ア
こ
と
な
コ
た
〈

ccfH4七
月
二
八
日
、

ドインにおけるj乗降 江t';Jhc＜ての成山［

E
C委
員
会
は
？
イ
ァ
に

F
一
す
る
条
約
透
反
子
絞
に
差

T
L、

ー
ヘ
円
に
？
へ
の
ヨ

l
円
ッ
パ
ふ
ザ
ぃ
所
に
対
す
る
；
読
を
原
山
む
し
た
こ
れ
に
い
刈
し
、

二

c
c
r
J秋
に
禿
足
し

ペ
〉
三
六
九
州
二
月
六
日
の
～
イ
ク
政
府

の
む
見
占
提
山
川
吉
正
又
行
、

九一
i

八附一ー
υ
政
権
は

か
」
缶
ぬ
い

二
ひ
っ
ム
ハ
ノ
ド
人
月
二
つ
ヨ
に
剰
に
、
九
品
交
〆
治
・
よ
い
的
支
済
抗
議

パ一一一（コムハノ
i
f山霊
T

コ
ι～恥｛
d
v
L
亡
、
汗
い
霊
前
の
ば
立

政
府
ゑ
八
円
対
し
て
は
、
注
邦
参
該
院
て
い
く
つ
か

設
終
的
に
持
干
、
ω
終
Y

一
が
加
え
ら
れ
h

xノス

法
，
条
は
可
渋
・
成

Y
1
1
？J
法
川
信
内
一
で
は
、
同
法
案
の

E
U法
へ
の
迎
合
性
な
め
♂
句
、
学
界
の
み
な
ー
っ
ず
、
環
岐
川
体
お
、
仏

び
宇
品
べ
去
一
川
一
体
か
り
も
さ
ま
ざ
ま
な
吉
川
王
国
や
鍔
｛
一
心
主
わ
が
公
？
と
οれ
z人、炉、

こ
の
i

一t
h

つ
い
て
は
後
述
す
る
c

世
反
比
明

の
械
受

環
境
・
法
的
救
済
法
は
、
わ
ず
か
ハ
ヵ
条
引
ら
成
る
伺
い
法
令
で
あ
h
、
治
用
領
域
♂

h
h
府
）
、
凶
体
の
法
的
政
治
「
二
y士
、
い
体

の
承
認
（
一
て
久
市
～
、

7
銃
規
定
の
治
則
の
阪
の
限
仇
河
久
士
、
経

J

一
rh置
（
I

裁
と

お
し
丸
山
崎
行
川

ハ
え
れ
）
に
対
す
る
｛
止
め

れ
て
レ
る
し
以
ト
、
販
に
述
べ
る
－

T
：
こ
ず
る
r

（阪人比羊 "' '2 n 20;1 c2川7 7l 



r児

辿
阿
川
領
域

｛一名川）

琉
は
恒
・
作
的
救
治
法
に
草
川
づ
く
叶
川
t
j
H
L
岳
奇
心
対
象
に
つ
い
て
は

、
3
3

d

ザ
ιrι

市
民
主
／
ノ
門
出
指
ヘ
μ
に
対
九
1
v

、

J、
l附

一
条
一
周
文
で
は
、
①
川
庄
町
法
お
よ
び
州
法
に
作
品
川
づ
い
て
胤
域
一
七
ス
メ
L
ト
カ
或
務
つ
け
つ
れ
て
い
る
ノ
「
政
決
定
｛
河
川
ワ
）

／ 
｝ 

I
u
v
F
桁
令
の
対
象
と
な
る
そ
の
他
の
誌
が
内

、司一一口勺
J

向
J

出
訴
事
司
と
ミ
れ
に
い
る
。
ま
ん
J

、
現
行
法
に
民
し
ζ
必
民

L

山
手
引
認
可
子
統
合
経
な
い
↑
ど
設
問
・
1
4
」
常
さ
れ
て
I
J
Q
F
副
・
胞
誌
に
対
し
て
も
み
訟
を
提
起
ざ
句
、
ア
乙
ご
と
己
γ
Q

（
同
一
一
文
）
n

血
叩

7
セ
ス
メ
ン
い
の
対
象
行
局
p
い
は

川
山
花
’
疋
戸
以
決
が
／
什
わ
れ
る
J

ン
J

ラ
計
同
｛
（
道
路
、
鉄
道
、
各
曲
作
昨
業
絡
設
守
）

や
将
む
の

池
山
川
訂
川
相
内
山
が
ん
ヤ
川
ま
れ
る
〈
宮
九
、

セ
ス
メ
ン
1
h

の
汁
象
外
の
連
邦
／
ノ
ミ
ゾ
ン
オ
ン
町

i
v
p指
令
の
対
象
行
局
に
は
、

止
氏
に
ぶ
つ
J

＼
抗
日
間
認
可
や
主
役
命
令
、
こ
れ
ら
の
仙
刊
誌
詑
川

r向市川
U
Fる
水
管
理
」
竺
の
自
可
も
う
け
支
れ
る
た
め
、
、
r
安
な
J

佳
栄
治

誌
の
ん
は
芦
や
（
凶
針
作
f

叶↓ぎ
I
Yん
ど
つ
こ
と
が
川
能
と
な
ペ
l

れて

同
条
二
以
で
は
、

F
～
山
担
・
＼
い
的
正
伊
川
浩
片
山
守
山
、

F

ば
が
ん
記
め
、
り
れ
て
い
る
〕
そ
の
け
炉
来
、
従
求
心
判
判
で
は
環
境
川
惇
一
品
訟
の
い
刈
象
外
と
さ
れ
て
き
た
沿
岸
域
の
閲
覧
行
為

ま
11

同
連
p
汁
れ
よ
い
条
約
に
い
う
排
州
国
的
huv
済
水
域
ま
た
は
よ
陸
側
二
も
適
用
宍
、
れ
る

例
え
ば
、

日
叫
ん
れ
M
Rパ
i
ク
の
廷
設
）

J
U
仏
J

え
る
、
会
ノ
に
な
っ
た

ν

2 

川
体
の
よ
山
内
投
ト
叫
同

乙4二
ノv、、～〆

琉
は
恒
・
作
的
救
治
法
の
住
を
戒
す
の
が
、
胤
球
団
体
の
庁
、
的
紋
抗
姿
件
け
に
つ
い
て
定
め
た

一
条
で
あ
る
。
戸
、
と
で
い
F
1
ノ
法
的
役
討
に

は
、
訴
訟
の
吋
討
な
ら
ず
畏
議
審
査
請
求
J

え
山
ま
れ
る
。

ま
す
川
市
に
、
川
条
一
日
中
に
令
仇
れ
ば
、
法
的
救
済
を
L
F
L
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
原
則
2
し
て
司
法
条
の
川
翌
七
に
反
つ
い
て

為
ら
お
じ
め
承
認
を
一
号
、
じ
た
｛
山
内
外
の
川
体
に
限
ら
れ
る
乙
法
り
叩
問
状
討
を
ぷ
ぬ
る
際
に
、
水
認
川
体
は
什
円
己
の
権
引
パ
川
苧
γγ
一
、
県
ず
る

可
去
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必
支
は
な
い
が

の
一
つ
の
主
件
を
充
た
す
必
要
が
あ
る
、

、
一
以
決
定
ま
た
は
大
作
品
が
、
川
旧
人
の
権
利
を
投
拠
コ
け
、
決
心
に

J

中
市
官
立
意
義
を
持
ら
う
る
門
司
域
法
制
加
に
瑳
一
以
し
て
い
る
f

y
T
V主
張
す
る
ご
ノ
て

環
境
保
設
口
約
の
促
進
こ
い
引
け
己
の
定
款
ト
の
汗
務
相
岐
に
対
係
が
あ
る
こ
」
を
張
す
る
こ
と
。

子
続
に
串
品
川
／
加
す
る
市
市
川

E
め
h
、

当
該
主
十
一
岐
に
つ
い
て
島
五
表
明
を
し
た
か
、

羽
／
七
法
規
に
反
I
v
怠
毘
衣
川

当、ノ、

4
M
J
一

付
与
え
れ
な
か
、
ノ
に
こ
と
c

こ
の
よ
う
は
新
法
の
［
く
み
は
、
求
一
松
川
体
制
度

い
う
点
で
ぽ
白
然
保
話
法
一
心
川
叶
体
市
訟
と
府
税
で
ψ

わ
り
、
山
出
一
お
よ
び

入
山
の
安
仕
川
も
共
通
し
て
い
る

へ
連
邦
店
長
保
護
伝
六
一
条
二
日
、

〕
勺
お
上
び
一
号
ネ
ノ
原
て
ー
か
し
、
従
米
の
一
八
九
益
仙
川
川
口
杯
訴
↓
訟
や
二

ドインにおけるj乗降 江t';Jhc＜ての成山［

ccf会
環
境
舎
は
γ
楽
L
f
一
本
質
的
に
い
穴
な
る
の

中
久
什
で
の
Q
n

戸
然
保
護
ャ
U
仏
以
外
の
亮
税
法
的
M
泣
f
人
も
py－
－
〆
こ
と
が
て
き
る
と

い
う
い
円
、
て
は

白
川
出
日
体
刊
誌
伝
の
分
野
に
段
、
つ
れ
て
い
た
利
休
訴
訟
の
範
阿
古
環
境
mm伐
般
に
拡
大
L
ヒ
と
い
う
こ
1
／
も
で
き

個
人
の
権
利
ψ
根
拠
づ
け
ゐ
必
見
造
反
の
み
と
、
十
張
で
き
る
と
す
る
主
口
か
挿
入
さ
れ
允
」
と
て
、

剥
lr一
訟
判
体
訴
訟
の

〉手、、

ザ

r一
判

ω

1¥ 
t認
本P

中
一寸円

日目

、～

店主,, 
d勺

' 宅〉

>J，当

阪人ιζ羊 C7 '2 '?) 211 ＇＂＇、什 7 7 

惚
院
は
芋
羽
山
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
し
）
な
っ
た
c

ふ
う
な
ト
グ
ト
ノ
、
新
法
に
基
づ
く
団
体
JAh↓
い
の
司
法
官
査
の
範
囲
は
、

個
々
の
同
氏
に
よ
る

通
常
の
信
正
門
一
派
訟
の
域
芝
山
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
環
店
法
規
混
反
に
司
法
的
コ
ノ
ト
ロ
ー
ル
V

及
ぼ
寸
と
い
う
一
口
一
一

u
d一午

環
い
い
明
省
主
茶
の
日
的
は
災
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
環
民
・
作
的
救
済
法
の
成
止
後
1

丸山口、白川吹
j

保
守
川
法
上
の
日
体
訴
訟
は
独
p

け

の
む
誌
を
右
ー
て
お
り

極
細
刷
心
川
体
訴
訟
が
併
十
行
ず
る
こ
と
と
な
う

条
去
で
は
、
よ
承
認
の

N
咋
で
あ
っ
と
も
、

↓
売
一
民
的
に
水
訟
民
位
い
を
光
～
し
、

斗
郁
二
作

同
体
の
古
に
帰
「
る
べ
き
で
な
い
立
由
で
承
認
が
キ
だ
J
J
・－1
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
法
的
役
済
J
V
－
提
か
す
｝
白
こ
と

P
CもJ
じる出口

げか｛七ぬ
h
一、れ

c
wる

文
J
c

立
法
政
由
詐
で
は
、

山内え

u承
認
を
め
く
り
係
下
山
中
で
忠
ゐ
と
し
い
二
つ
よ
う
広
場
ム
ー
に
は
間
体
の

（同点－



r児

安
い
口
川
す
べ
き
即
川
門
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
に
対
ス

法
的
汝
治
寸
一
て
よ
め
る
段
に
な
っ
て

一
口
年
以
l
百
円
引
は
x
J
さ
れ
た
団
体
一
？

初
め
て
由
一
市
を
行
う
た
と
い
う
て
勺
な
場
甘
は
保
込
ぼ
さ
れ
な
い
υ

た
ど
？
に
外
同
心
団
体
は
、
ぽ
）
心
安
件
を
允
た

L
て
い
る
ー
も
の

t
人

J、
l附

日
間
ズ
ば
、
承
認
印
μ
W
M制
反
ピ
つ
い
て
不
誌
で
あ
っ
た
亡
の
承
認
を
持
て
い
冷
か
3

七
／
一
い
う
ぬ
ん
じ
で

も
適
格
刊
咋
J
み
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て

VQU
こ
だ
し
、
札
果
的
に
水
認
が
わ
」
十
心
さ
れ
に
場
台
に
は
、

記
さ
れ
る
た
め

（川川町
2

文）、

当
該
同
体
の
係
属
中
。
訴
訟
時
十

は
T
h一
治
法
と
な
る
（
日
羽
一
一
十
三
。

市
民
参
加
指
八
J

に
い
う
涜
信
市
民
に
設
巾
ー
す
る
ヨ
体
が
？
の
買
に

umす
べ
き
泣
山
が
な
い
に
も
か

承
認

T
続
心

か
ら
法
的
段
低

hv
公
也
で
き

J

げ
も
し
と
ず
れ
ば
、

そ
の
よ
う
は
し
く
λ
は
オ

I
コ
ス
条
お
や
市
民
参
加
指
令
に
反
L
U
J

司
令
〈
ま
た
、

ヰ
叫
ノ

j
h
J
l
l
u
 

凶
日
い
の
い
片
別
的
取
扱
い
も
訓
示
止
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
2

ド
快
μ

川
内
最
必
の
場
合
心
主
う
ほ
事
前
草
花
制
度
で
は
、
外
臼
の
悶
川
作
げ
が

J

山一な

ー
ピ
提
店
し
に
ノ
＼
く
な
い
r＼
囚
い
c
m川
口
杯
よ
り
も
不
利
と
な
る

J

そ
の
村
4rm恥
よ
し
と
、

千
戸

U
C一jtι
刊
誌
境
官
伊
奈
で
は
、
仁
川
政
に
よ
る

事
前
心
不
認

ω体
制
肢
に
u

h

J

んν
、
、
裁
判
所
が
事
長
ご
と
に
述
倍
以
件
の
有
無
J
V
判
断
す
る
引
納
入
が
也
市
り
込
ま
れ
と
い
た

v

こ
れ
に

ム

u
d

一

今
t
p
fも

中
京
咋

ω
団
体
に
つ
い
て
は
例
外
的
に
裁
河
川
が
机
山
拾
が
仁
吉

は
行
政
円
工
る
及
4

訟
判
体
制
伐
を
維
持
し
た
日
ず
え
で

個
別
判
断
す
る
と
と
も
に
、

外
向
心
川
体
に
悶
「
る
特
別
心
配
指
規
辺
、
と
は
け
、
つ
れ
た
も
の

詰山一一しに、

凶
体
げ
や
妥
小
川
♂
込
町
に
ι
い
γ
一
岩
見
一
一
明
の
機
ム
シ
ゲ
チ
布
、
〕
て
い
た
場
〈
け
に
は
、

－
お
い
て
ニ
一
戸
ポ
〕
山
内
だ
に

B

か
か

わ
ら
F
、
一
ト
張
し
な
か
っ
た
刊
、
議
を
平
張
1

）
て
、
法
的
救

AJγ
ぷ
め

7
2
一
／
一
は
ご
舎
な
い

〕

H
e
H
1

u
t－
－
t
 

I 

手

一一
ρ
f
一
庁
（
。

H
へ
り
を
防
、
き
、
民
心
の
交
持
者
在
京
u
R
h
U
ち
か
っ
中
る
た
め
、

日制凡
4

保
譲
法
上
の
団
体
訴
訟
に
も
設
け

る
戸
速
い
い
い
川

JU然
保
護

q 

討Fミ

第
市
川
に
、

込
ハ
日
比
存
査
請
求
期
間
お
よ
び
山
J
込
町
川
内
は
、

い
ず
れ
も
刊
体
が
当
該
九
｛
止
を
町
っ
た
け
ま
h
J

は
知
る
こ
と
が
亡
、
竺
丈
川
小

ら
一
人
q
と
さ
れ
て
い
q

る

「
二
条
市
一
一
呪
文
；
三
一
人
、
不
打
川
ぃ
μ

坊
の
場
介
で
あ
コ
亡
、
か
っ
、
川
体
、
か
ご
の
状
況
JE初
旬
、

ま
た
は
川
る

｛阪人法学lに7" lilJ 2;2 [2iil'i. 7、



こ
と
が
ご
き
た
場
含
に
つ
い
亡
、
ち
同
一
様
で
あ
る

（
同
以
叫
明
文
）

品川引

h
い

け
↓
一
治
決
り
に
ま
た
は
ボ
作
品
；
か

個
人
心
権
利
を
旧
制
拠
づ
け

主
己
認
を
持
お
う
る
胤
杭
似
J

草
川
法
制
に
違
反
し
、
か
っ
、
定
款
l
川
体
が
促
散
す
べ
き
は
け
的
に
含
ま
れ
る
以
境
保
護
利
詰
に
悶
ね
っ
て

ム
市
ん
い
～
に
」
扇
町
岩

弘氏
t

斗
斤
（
で
は

同
体
の
勝
訴
要
伝
い
い
と
し
て

ジ円
ν
二
、
と
か
挙
げ
ら
、
孔
て
い
る
口
」
叶
…
禄
ピ
、

地
J4守
’
減
計
州
に
H
A
l
L

て
は
、

環
境
ア
ト
し
ス
メ

J
Iを
実
施
一
f
G
Y

白
表
務
の
占
め
る
y
H
－州

ηJ斤

容
忙
を
応
対
づ
け
る
地
区
詳
紘
一
F
阿
の
停
一
’
長
炉
、
俳
人
の
怪
列
z
ど
桜
w怖いゴ一け
γ
C
出
様
法
則
J
U温一以し、

ひ
っ
、
定
款
卜
庇
体
が
促
進
す

ぺ
一
ざ
い
川
町
に
A
J川
ま
れ
る
改
涜
利
訴
に
拘
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

η

3 

川
作
ハ
」
承
認
（
条
）

ドインにおけるj乗降 江t';Jhc＜ての成山［

宣
告
バ
1
T
A
h
J
ノ
主
主
要
パ
1

こ
コ
パ
て
ま
、

1
1
1｛
L
i
l
－
－

J

L
一
（

よ
告
は
求
訟
は

山
市

1
4
に
基
づ
い
て

一bkr
ぃ一同一勺山｛ヒめ
v
k

い入。わ

充
た
す
凶
内
外
心
凶
体
二
川
円
コ
さ
れ
る
ハ

（工j

九
基
づ
き
坦
念
的
、
か
つ
、
砂
桜
的
に
五
と
し
て
尽
境
保
五
日
的
中
〈
加
批
准
一
い
て
い
る
こ
と
（

一

Z
ニ

v

本
訟
の
時
i

一
で
少
な
く
と
も
一
年
f

注
予
二

か
っ
、
二
の
閉
山
内
山
二
号
に
い
っ
活
動
を
行
「
て
き
た
こ
と
（

（三j

次
C
M女
仕
古

心
掛
同
校
む
に
活
動
能
々
が
古
隠
さ
れ
な
付
れ
や
は
九
ば
ら
な
い

ワ）

そ
の
判
断
九
孫
、
υ

て
は
、
従
交
の
活
動
の
桶
」
か
お
よ
び
範
凶
、
団
体
の
構
成
一
日

円
サ
コ

＇＂、、J ' 

－ 凶
配
な
一
刊
加
川
澄
行
が
保
一
一
ー
へ
c
れ
て
い
る
こ
と

必

公
認
リ
u
h

条
に
い
う
公
，

M
H的
を
近
ぶ
L
f
L
い
る
こ
と

m刈

l
i
p
J
J

i
l
l
 

ψ
J訣
U
体
の
ヨ
z
出
を
ー
ベ
ム
ー
す
る
者
は
訟
で
J

也
、
完
全
な
投
票
権
り
あ
γ
Q
会
員
7
7／
て
人
会
（
川
4
4
H

で
あ
る
こ
こ
。

法
人
会
員
の
ム
か
ら
構
成
さ
れ
る
刊
休
心
場
台
に
は
、
法
人
会
員
の
心
rlihMが
こ
の
安
件
を
充
た
し
て
い
れ
ば
U
り
る

承
認
は
、
定
款
に
某
つ
い
L
任
務
領
域
を
特
寸
一
l
て
行
わ
れ
る

｛、同一

mA一
文
；
こ
れ
ら
の
史
件
以
、

川
洋
上
午
前
に
自
然
深
夜
法

た
？
〕
、
お
汁
ら

（阪人比羊 C7 '.2 JI 2Li〔2川7'7: 



r児

認
安
打
1

）
は
ほ
共
通
、
三
ー
に
む
り

）
、
連
邦
臼
然
保
設
法

μ
九
九
点

日
必
邦
自
然
保
一
誌
法
ま
た
は
州
法
に

損
お
よ
び
同
六
（
り
条

引
句
会
山
二
、

蒸
づ
く
訴
訟
凶
休
は
、
司
尚
に
尽

i

い
明
・
法
的
役
済
法
の
忌
認
川
体
ζ

も
み
な
さ
れ
る

戸川刈同
2

同
文
一
。
山
然
保
護
法
の
場
ム
円
J
Z
h
ふ川宍

J、
l附

主
る
の
は
、
第
に
、
↓
本
－
品
川
体
の
J3的
が
、
「
汀
快
j

町出
J
円
か
ら
刑
判
廃
似
議
」
に
弘
大
さ
れ
し
い
る
こ
一
f

よ
め
る
ο

持

に

、

山

然
仏
護
法
に
ぷ
づ
く
述
刊
レ
パ
ル
け
承
認
刊
体
は
、
少
な
く
こ
も

つ
の
州
を
越
え
る

rg軌
を
行
っ
て
い
る
J

と
が
支
作
乙
さ
れ
て
い

る
口
日
｝
れ
に
汁
し

ロ
ー
カ
ル
な
凶
体
？
を
承
認
を
ね
る
f
乙
小
で
き
る
。
第
三
戸
川
、

の
↓
本
誌
刊
体
ピ
は
J

の
よ
う
な
限
定
は
な
（
、

fH然
保
ー
や
訟
法
で
は
公
説
法
に
い
う
公
v
M
U
判
的
を
追
求
し
ご
レ
る
引
体
で
丸
る
、
川
N

故
に
法
人
税
を
向
山
没
さ
れ
て
い
る
ヨ
体
で
み
る
日
｝
し
〈
が

安
吐
け
と
さ
、
れ
L
い
る
c

［
か
し
、
法
人
税
の
免
除
右
前
正
汗
と
す
る
2
外
向
の
団
体
目
白
内
の
間
体
に
比
L
C
ギ
引
に
云
る
た
仏
心
、
法
人

柁
の
免
除
は
、

ぷ
い
仙
の
あ
小
刊
誌
賢
作
と
は
き
れ
て
い

' 

承
認
を
行
ー
の
は
述
邦
環
境
は
亡
為
る
許
認
可
守
口
け
が
本
誌
川
偲
い
り
ス
川
に
ア
ク
セ
ス
［
唱
す
〈
す
べ
き
C
ふ
め
る
と
の
浪
部
半
世
設

ベ可

恥
心
情
出
刊
乞
月
ん
げ
亡
、
＋
想
邦
川
県
境
庁
は
、
マ
事
刃
叫
主
公
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

立
お
り
、
行
政

I
絞
J

は
の
J
A
一
準
二
基
づ
く
収
お
し
ま
L

ん
は
議
同
い
叫
ん
叫
砲
で
お
る

イT
下
回
／、

条

11'1 Jr!_ 
)L 

条21"" ～〆メi'

恥、

ま（主
"" んゴえ

牛主
主主 (lj 
訟行
の政
j［竹
下耳 /) 

同

こ
寸
ゴ
三
L
主

l
y
－

－

t
 

け訴－、
mJr
提
起
す
る
一
一
と
が
で
き
る
、

4 

手
続
規

の
阪
批
一
副
条
）

琉
は
恒
・
作
的
救
治
法
四
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
必
要
な
環
成
ア
ヒ
ス
メ
〆
卜
ま
行
は
そ
の
変
否
に
係
る
必
要
な
事

J

弘
寄
託
が
実
施
さ
れ

d

、、
A

一、ノ

7
J
ψ
γ
μ
f
 

、｝引いい
r
A
字
続
的

つ
に
山
場
合
に
は
、
町
議
一
下
回
心
計
刊
誌

f

り
の
取
れ
し
を
ぷ
め
る
こ
こ
が
で
き
る

U

ド
ィ

ツ
で
は
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